
審議事項（６）－１ 
(内容は今後の審議により変更される場合があります) 

 

(財)財務会計基準機構のWebサイトに掲載した情報は、著作権法及び国際著作権条約をはじめ、その他の無体

財産権に関する法律並びに条約によって保護されています。許可なく複写・転載等を行うことはこれらの法律

により禁じられています。 

 

在外子会社の会計処理の統一について 
 
1．実務対応専門委員会での審議開始 

連結財務諸表原則に関し、いくつかの事項については、実務指針レベルで実務上の配慮

が行われている。在外子会社の会計処理の統一についても、本来、企業集団として統一さ

れるべきものである（連結原則 三参照）が、「親子会社間の会計処理の統一に関する当面

の監査上の取扱い」（監査委員会報告第56号）において、以下の取扱いが認められている。 

その子会社の所在地国の会計基準において認められている会計処理が企業集団として

統一しようとする会計処理と異なるときは、当面，親会社と子会社との間で統一する必要

はないものとする。なお、在外子会社が採用している会計処理が明らかに合理的でないと

認められる場合には、連結決算手続上で修正する必要があることに留意する。 

平成10年に改訂連結財務諸表原則が適用されてから、ある程度の期間が経過しており、

在外子会社を取巻く海外の会計基準に適用にも変化が見られることから、今般、上述のよ

うな取扱いを見直すものである。 

また、この論点は、ASBJと IASBとのコンバージェンス･プロジェクトの第１フェーズ

の検討項目としており、その際、在外子会社の会計基準に関する当面の取扱いの再検討に

つき、実務対応専門委員会にて審議を開始するものとしている（平成17年4月8日企業

会計基準委員会で基本方針了承済）。 

なお、在外子会社の会計基準の統一は、7月に公表された欧州証券規制当局委員会

（CESR）の同等性評価に関する技術的助言において、補完計算書が求められる項目とな
っている。 

２．検討内容 
＜検討内容＞ 

在外子会社の会計基準に関する「親子会社間の会計処理の統一に関する当面の監査上

の取扱い」の再検討 
 
・ 連結財務諸表作成における在外子会社の会計基準の統一に関する、実務上の負荷につい

ての検討 

・ 究極的にはIAS第27号と同様に在外子会社の会計基準と親会社の会計基準との統一を

目指す 

実務上の負荷を配慮し、日本基準と同様の情報を提供できる会計基準を認める等の当面の

取扱いを設けるか 
３．スケジュール（イメージ） 

平成17年8月     実務対応専門委員会での審議開始（月1～2回） 

今年第4四半期    「実務対応報告」公開草案  
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